
　今般、政府による「電気・ガス料金負担軽減支援事業」として、2026年2月、3月及び4月の3ヶ月における

検針分のガス料金支援実施に伴い、以下の通り都市ガス料金の値引きを行います※。

※詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧ください。 (https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/)

○対象となる契約種別

一般ガス供給約款、家庭用高効率給湯器契約、家庭用ガス乾燥契約、ハッピーガスライフプラン、

発電ガスライフプラン、家庭用暖房・厨房・温水契約、家庭用温水暖房システム契約、家庭用コージェネ

レーションシステム契約、業務用ぶちエコ商売ジョーズ契約、学びほっとウィズ空調パックプラン、

ミニガス空調パッケージ契約、小型空調契約、空調夏期契約、空調用Ａ契約、業務用季節別契約、

時間帯別Ａ契約、時間帯別Ｂ契約、コージェネレーションシステムパッケージ契約、ガス灯契約、

一般ガス供給約款（旧宇部市ガス水道局地区）、家庭用高効率給湯器契約（旧宇部市ガス水道局地区）、

家庭用厨房・給湯・暖房契約（旧宇部市ガス水道局地区）

※なお、お客さまの特段のお手続きは必要ありません。

○対象期間

 ・2026年2月検針分から2026年4月検針分まで

○値引き額

　・2026年2月、2026年3月：税抜16.37円（税込18.007円）

　・2026年4月：税抜5.46円（税込6.006円）

　・検針票に記載されるガス料金表は、値引き分を反映した従量単価となっております。

○支援期間中のガス料金の計算方法（税抜）

※割引制度の適用がある場合、割引額を差し引きます。

○原料費調整制度ならびに本事業による調整額の算定方法については、当社ホームページのトップページにある

GUEST NEWS（お客さま情報）をご覧ください。
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